
    

上市町妊婦一般健康診査費助成について 

　 

県外の産婦人科病（医）院や助産所で受診した妊婦一般健康診査の費用の全額又は一部に 

ついて、町が助成金を交付する制度です。 
 

１　対象者 

　　次の要件のすべてを満たす方 

（１）県外（国内に限る。）の産婦人科病（医）院及び助産所（以下「産婦人科病（医）院等」という。） 

で妊婦一般健康診査（以下「健診」という。）を受診する方 

（２）（１）の健診を受診する日に町内に住所を有する方 
 

２　対象経費 

　　健診に要する経費（保険診療分を除く。）で県外の産婦人科病（医）院等に支払ったもの 
 
３　助成金額 

　 対象経費の全額（ただし、次の表の実施回数の区分に応じ、それぞれ定める金額を上限とする。） 

＜補足事項＞ 

・第１回目に子宮頸がん検診を実施しない場合の上限額は、１７，２３０円です。 

・県外で受ける妊婦精密健康診査費を助成する制度はありません。 
 
４　助成回数 

　　１人につき１４回まで 
 
５　申請方法 

　（１）事前手続き　　場　所：上市町保健センター　 

・県外の産婦人科病（医）院等で健診を受ける前に、行ってください。 

・必要な書類（妊婦一般健康診査費助成申請書）を配付します。 

＜手続きに必要なもの＞ 

□ 妊婦一般健康診査受診票兼健康診査費請求書（母子健康手帳交付時に配付済） 

（２）申請手続き　　場　所：上市町保健センター　 

・申請は次のいずれか早い日までに行ってください。（※ 複数回まとめて申請できます。） 

１）健診を受診した日から６か月以内 

    ２）健診を受診した日が属する年度の３月３１日 

＜申請に必要なもの＞ 

□ 妊婦一般健康診査費助成申請書（太枠内（医療機関記入部分）に必要事項を記載したもの） 

□ 同意書　　□ 上市町妊婦一般健康診査費助成金交付請求書　　□ 母子健康手帳　 

□ 本人名義の金融機関の通帳（ネット銀行を除く。）　□ 印鑑（シャチハタ不可） 
 
６　助成方法 

審査の結果、助成金の交付決定をした場合には、書面でその旨を通知し、指定の口座に振り込みます。 

　 

  
 

 令和８年度受診分 実施回数 金　　額 実施回数 金　　額

 実施回数 金　　額 第５回目 ６,０１０円 第１０回目 ６,０１０円

 第１回目 ２０，８８０円 第６回目 １２,４５０円 第１１回目 １１，８１０円

 第２回目 ６,０１０円 第７回目 ６,０１０円 第１２回目 ６,０１０円

 第３回目 ６,０１０円 第８回目 ９,７９０円 第１３回目 ６,０１０円

 第４回目 ６,０１０円 第９回目   ６,０１０円 第１４回目 ６,０１０円

　 
＜お問合せ先＞　上市町保健センター（上市町福祉課保健班） 

所在地）〒９３０－０３６１富山県中新川郡上市町湯上野１１７６番地 

電　話）０７６－４７３－９３５５


